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青森県が発注する治山事業等における森林整備作業の指名競争入札に参加を希望さ

れる方は、事前に資格審査申請が必要となります。 

 

 

１ 青森県が発注する治山事業等における森林整備作業に関して、指名競争入札に参

加する方に必要な資格の審査を行いますので、参加を希望される方は、「資格審査申

請の手引き」に従って書類を作成し、申請受付期間内に提出してください。 

 

２ 審査の結果、有資格者として認められた方は、青森県森林整備作業指名競争入札

参加資格者名簿に登載され、青森県が発注する治山事業等における森林整備作業の

指名業者として入札に参加することができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

青森県農林水産部林政課 

 

青森県森林整備作業に係る指名競争入札参加者 

「資格審査申請の手引き」 

（令和７年度版） 
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青森県が発注する治山事業等における森林整備作業の指名競争入札（以下「競争入

札」という。）に参加を希望する方は、下記により青森県森林整備作業指名競争入札参

加資格審査申請書（様式第１号。以下「申請書」という。）を申請受付期間内に提出し

てください。 

 

記 

 

１ 指名競争入札の対象事業と内容 

対象となる事業は、治山事業、県営林整備事業、森林病害虫等防除事業となって

おり、この資格における森林整備作業とは、請負契約を指名競争入札により締結す

る場合で、具体的には次に掲げるものがあります。 

 

（１）治山事業 

ア 保安林整備事業（保安林総合改良） 

林床植生の消滅及び森林の過密化により、林況が著しく悪化し、保安林の指定

目的が果しえられない箇所に柵工、排水工などの簡易施設を組み合せて植栽を行

い林況を復旧する。また、過密林分等により水土保全機能が低下した保安林にお

いて、本数調整伐等の実施により複層林化へ誘導・造成を行う。 

 

イ 保安林整備事業（保育） 

治山事業施行地の森林、水源地域の機能が低位な保安林等を対象として、その

健全な生長を促進させるため８齢級（防災林造成事業施行地にあっては９齢級以

下）までの林分において下刈、雪起し、除伐、本数調整伐、受光伐、つる切り、

枝落し、部分補植等を行う。 

 

ウ 流域保全総合治山事業 

流域全体の水源かん養機能や土砂流出防止機能等の低下した荒廃森林等を対

象として、筋工・柵工等の簡易な施設を組合せた保安林整備（本数調整伐、枝落

し、下層木植栽等）を行う。（土木工事と一体に県営建設工事で発注される森林

整備は除く。） 

 

エ 防災林造成事業 

風倒木、山火事、強風、高潮・津波、風浪、なだれ等により機能が失われた森

林等から土砂の流出、防風の影響等を防止するため、柵工等の簡易な施設を組合

せた植栽工等を行う。（土木工事と一体に県営建設工事で発注される森林整備は

除く。） 
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オ 復旧治山事業等 

荒廃山地の復旧及び崩壊等の未然防止を図るため、本数調整伐、植栽工等を行

う。（土木工事と一体に県営建設工事で発注される森林整備は除く。） 

 

（２）県営林整備事業 

県営林地内で行う造林（地拵え、植付け）、保育（下刈、施肥、つる切り、雪起

し、除伐、保育間伐、枝打）事業 

 

（３）森林病害虫等防除事業 

森林病害虫の繁殖源となる枯死木、衰弱木の伐倒、枯れ枝の除去、伐倒木の焼

却・くん蒸と林内の環境改善のためのつる切り、下層植生の整理、広葉樹の植栽

等を行う事業 

 

２ 競争入札参加資格 

競争入札参加資格を得るためには、次の各号に掲げる要件をすべて満たしていなけ

ればなりません。 

 

（１） 森林組合、生産森林組合及び森林組合連合会又は林業労働力の確保の促進に

関する法律（平成８年法律第４５号）第５条第１項の規定により知事から認定

を受けた者であること。 

 

（２） 次のいずれかの者を２名以上雇用している者であること。 

ア 技術士法（昭和５８年法律第２５号）第２条第１項に規定する技術士（森

林部門に係るものに限る。） 

イ 一般社団法人日本森林技術協会の登録を受けた林業技士 

ウ 森林法（昭和２６年法律第２４９号）第１８７条第３項の規定に基づき、

森林法施行規則（昭和２６年農林省令第５４号）第８９条に掲げる区分ごと

に行われる林業普及指導員資格試験に合格した者又は森林法の一部を改正す

る法律（平成１６年法律第２０号）附則第３条第１項若しくは第２項に規定

する者 

 

エ 青森県林業労働力確保支援センターが認定した青森県基幹林業作業士であ

る者 

オ 林業労働力の確保の促進に関する法律に基づく資金の貸付け等に関する省

令（平成８年農林水産省令第２５号）第１条第１項に規定する研修修了者名

簿へ登録された者 
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カ 森林施業プランナー認定要領第３の認定要件を満たしている者 

 

（３） 専ら森林の整備に従事する林業作業職員として、労働安全衛生規則（昭和４

７年労働省令第３２号）第３６条第８号の業務に関する労働安全衛生法（昭和

４７年法律第５７号）第５９条第３項の特別の教育又は刈払機取扱作業に係る

同条第１項の教育を受けた者を６月以上にわたり５名以上雇用していること。 

 

（４） 国税及び県税、市町村税を滞納していないこと。 

 

（５） 申請書及びその添付書類の記載内容が事実に反していないこと。 

 

３ 指名競争入札に参加することができない方 

 次のいずれかに該当すると認められる者でその事実があった後２年を経過しない

者及びその者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者でそ

の事実があった後２年を経過しない者 

 

（１）  契約の履行に当たり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質

若しくは数量に関して不正の行為をした者 

（２）  競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げた者又は公正な価格

の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者 

（３）  落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者 

（４）  地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３４条の２第１項の規定による

監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者 

（５）  正当な理由がなくて契約を履行しなかった者 

（６） 上記（１）から（５）までのいずれかに該当する事実があった後２年を経過

しない者を契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用した

者   

 

４ 申請書の受付期間 

申請書の受付は、次の期間内に別記受付窓口まで郵送又は持参してください。 

（１）受付期間  令和８年２月２日（月）～２月２７日（金）まで 

（２）受付時間  午前８時３０分から午後５時まで 

※１ 申請書を持参する方は、土曜日、日曜日、祝日は受付できません。 

※２ 郵送の場合は、令和８年２月２８日の消印有効とします。 
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５ 提出書類 

（１）申請書  様式第１号（その１）※申請書の押印不要 

（２）誓約書  様式第１号（その２）※誓約書の押印不要 

（３）専門技術者及び林業作業職員に係る資格関係調書  様式第１号（その３） 

（４）林業労働力の確保の促進に関する法律第５条第１項の認定を受けたことを証す

る書類の写し（有効期限が平成３５年(令和５年)４月１日以降の計画認定証の

写し） 

（５）雇用している林業作業職員に係る林業退職金共済制度、中小企業退職金共済制

度、建設業退職金共済制度のいずれかの加入を証明する書類【契約者証及び共

済手帳】の写し 

（６）納税証明書（審査基準日直前の事業年度１年分） 

 ア 法人の場合は法人税、消費税及び地方消費税、法人事業税、法人住民税（申

  請書の所在地を管轄する税務署で発行した法人税及び消費税及び地方消費税、

県で発行した法人事業税及び法人県民税、市町村で発行した法人市町村民税） 

イ 個人の場合は所得税、消費税及び地方消費税、個人事業税       

（７）決算関係証明書類（審査する直前の事業年度） 

ア 法人の場合は貸借対照表、損益計算書に関する書類の写し       

イ 個人の場合は所得税の確定申告書の写し               

（８）審査結果通知書の送付用として、申請者の郵便番号、あて先、商号・名称を

明記した返信用封筒１通（定形封筒に１１０円の郵便切手を貼付したもの） 

 

６ 提出部数    １ 部 

 

７ 提出窓口【問い合わせ先】 

（住所）〒０３０－８５７０ 

青森市長島一丁目１番１号 

青森県農林水産部 林政課 治山・林道グループ 宛て（県庁北棟４階） 

（電話）直通 ０１７－７３４－９５２４ （FAX）０１７－７３４－８１４５ 

 メール yoshinori_kawamura@pref.aomori.lg.jp 

８ 資格審査の結果の通知 

資格審査の結果は、書面により申請者に通知するとともに、適格と認められた場合

は「青森県森林整備作業指名競争入札参加資格者名簿」に有資格者として登載されま

す。 

 

９ 競争入札参加資格の有効期間 

競争入札参加資格の有効期間は、結果通知で指定する日から２年間とします。 
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１０ 入札参加資格者名簿登録後の注意事項 

（１）申請書の記載事項について、次に掲げる事項に変更があったとき、業務を廃

止したとき、又は休業したときは、速やかにその旨を届け出てください。 

ア 商号又は名称 

イ 代表者の氏名 

ウ 住所又は所在地 

エ その他競争入札参加資格に関し重要と認められる事項 

（２）上記２に定める競争入札参加資格を満たせなくなった場合は、有資格者名簿

の登載が取り消されます。 

 

 

【申請書記載上の注意】 

申請書を作成する場合は、この「資格審査申請の手引き」を熟読のうえ、記入誤り

や記入漏れ等のないよう注意してください。 

なお、申請書作成等についてご不明な点がある場合には、上記７「提出窓口」に記

載された問い合わせ先までご連絡をお願いいたします。 
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申請書記載例（令和７年版） 

 

 

 

 

１ 青森県森林整備作業指名競争入札参加資格審査申請書・・・様式第１号（その１） 

 

２ 誓約書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・様式第１号（その２） 

 

３ 専門技術者及び林業作業職員に係る資格関係調書・・・・・様式第１号（その３） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - ８ - 

様式第１号（その１）           記載例 

青森県森林整備作業指名競争入札参加資格審査申請書 

令和８年２月○○日 

青 森 県 知 事 殿 

（申請者）住所又は所在地 青森市長島一丁目１番１号   

（ふ り が な）あおもりけんしんりんくみあい 

              商号又は名称  青森県森林組合         

（ふ り が な）      あおもり たろう 

代表者職・氏名 代表理事組合長 青森 太郎    

青森県が発注する治山事業等における森林整備作業の指名競争入札に参加する資格

を得たいので、関係書類を添えて指名競争入札参加資格の審査を申請します。 

記 

１ 申 請 区 分    新規・継続（登録番号： R6-○○○ ） 

      

 

２ 営 業 組 織（該当するものを○で囲んでください。） 

個人事業主・株式会社・その他会社・森林組合・協同組合・その他（       ） 

（１）郵 便 番 号   ０３０－８５７０                

（２）電 話 番 号   ０１７－７３４－９５２４            

（３）ﾌ ｧ ｸ ｼ ﾐ ﾘ 番 号   ０１７－７３４－８１４５            

（４）電 子 ﾒｰ ﾙ ｱ ﾄ ﾞ ﾚ ｽ   aomori tarou@pref.aomori.lg.jp         

（５）設 立 年 月 日   明・大・昭・平・令 １０年 ４月 １日 設立 

（６）営 業 年 数    17 か年 

（７）資本金（出資金）   １０，０００ 千円 

 

３ 誓 約 書             （様式第１号（その２）のとおり） 

 

４ 添 付 書 類  

（１）林業労働力の確保の促進に関する法律第５条第１項の認定を受けたことを証す

る書類（写）                     （別紙のとおり） 

（２）専門技術者及び林業作業職員に係る資格関係調書 

専門技術者 ２ 名・林業作業職員 ５ 名（様式第１号（その３）のとおり） 

（３）林業退職金共済制度、中小企業退職金共済制度、建設業退職金共済制度のいず

れかの加入を証明する書類（写）             （別紙のとおり） 

（４）納税証明書（審査基準日直前の事業年度１年分）      （別紙のとおり） 

（５）決算書関係証明書                    （別紙のとおり） 

（注） 申請区分について 
    「継続」とは、令和 8 年３月３１日まで資格者名簿に登載されている有資格者の場合です。※登録番号は現資格者名簿より転記 
    「新規」とは、「継続」以外の申請者の場合です。※新規の場合は登録番号空欄 

※押印不要 
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５ 確認事項（該当する方を○で囲んでください。） 

  個人住民税の特別徴収について 

ア  行っている 

イ  行っていない 

※１ 個人住民税の特別徴収とは 

特別徴収とは、所得税の源泉徴収と同様に、事業主（給与支払者）が従業員

（給与所得者）へ毎月支払う給与から個人住民税を徴収（天引き）し、従業員

に代わって納入していただく制度です。 

※２ 確認事項は、任意の調査であり御協力をお願いします。 
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様式第１号（その２）        記載例 

 

 

令和８年２月○○日 

 

 

青 森 県 知 事 殿 

 

 

（誓約者）住所又は所在地 青森市長島一丁目１番１号   

商号又は名称 青森県森林組合        

代表者職・氏名 代表理事組合長 青森 太郎   

 

 

誓  約  書 

 

 

私は、青森県森林整備作業指名競争入札参加資格審査申請をするにあたり、一切の

虚偽の申請がないことを誓約します。 

また、入札参加資格取得後に申請内容に変更が生じた場合は、所定の手続きを行う

ことも誓約します。 

なお、これに違反したときは、入札参加資格を取り消されても異議はありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※押印不要 



 - １１ - 

様式第１号（その３）        記載例 

 

専門技術者及び林業作業職員に係る資格関係調書 

１ 専門技術者（２名以上）・・雇用している者全てを記載すること 

氏  名 資格及び登録（認定）番号 取得年度 監理実務経験年数 

○○ ○○ 青森県基幹林業作業士 Ｈ１２ １５年 

△△ △△ 林業改良指導員 Ｈ１６ １１年 

    

    

    

（注）１ 専門技術者とは、青森県森林整備作業に係る指名競争入札参加者の資格審査及び指名

等に関する要領第２条第１項第２号に掲げる資格を有した者をいう。（様式第１号その

３（別紙１）を参照） 

２ 複数の資格を有している者は、いずれかひとつについて記載すること。 

３ 各種資格の登録証等（写）を添付すること。 

４ 監理実務経験年数とは、公的機関と契約した森林整備作業における指導監督の経験年 

数を記載すること。 

 

２ 林業作業職員（５名以上）・・雇用している者全てを記載すること 

氏  名 資格及び登録（認定）番号 取得年度 現場実務経験年数 

 

○○ □□ 

チェーンソー ○○○○ 

刈 払 機 ○○○○ 

Ｈ１２ 

Ｈ１２ 

１５年 

１５年 

 

☆☆ ☆☆ 

チェーンソー ○○○○ 

刈 払 機 ○○○○ 

Ｈ１２ 

Ｈ１６ 

１５年 

１１年 

 

○○ □□ 

チェーンソー 

刈 払 機 ○○○○ 

 

Ｈ１５ 

 

１２年 

 

☆☆ ○○ 

チェーンソー ○○○○ 

刈 払 機 

Ｈ１２ １５年 

 

□□ ☆☆ 

チェーンソー 

刈 払 機 ○○○○ 

 

Ｈ１４ 

 

１３年 

  

 

  

（注）１ 林業作業職員とは、青森県森林整備作業に係る指名競争入札参加者の資格審査及び指

名等に関する要領第２条第１項第３号に掲げる資格を有した者をいう。（様式第１号そ

の３（別紙１）を参照） 

（注）「林業技士登録証」には登録有効期限が記載されています。 
令和７年３月３１日までの有効期限は更新手続が必要です。 
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２ 資格については、チェーンソー及び刈払機の登録（認定）番号を記載すること。 

３ 各種資格の登録証等（写）を添付すること。 

４ 現場実務経験年数とは、森林整備作業における現場作業の経験年数を記載すること。 

 

様様式第１号（その３・別紙１） 

 

１ 専門技術者とは 

区   分 資格の内容 

技術士 技術士法（昭和５８年法律第２５号）第２条第１項に規定する

技術士（森林部門に係るものに限る。） 

林業技士 一般社団法人日本森林技術協会の登録を受けた林業技士 

林業普及指導員 

「林業一般」 

「地域森林総合監理」 

林業専門技術員 

林業改良指導員 

森林法（昭和２６年法律第２４９号）第１８７条第３項の規定

に基づき、森林法施行規則（昭和２６年農林省令第５４号）第

８９条に掲げる区分の林業普及指導員資格試験に合格した者

又は森林法の一部を改正する法律（平成１６年法律第２０号）

附則第３条第１項若しくは第２項に規定する者 

青森県基幹林業作業士 青森県林業労働力確保支援センターが認定した者 

フォレストマネージャー 

（総括現場管理責任者） 

フォレストリーダー 

（現場管理責任者） 

フォレストワーカー 

（林業作業士） 

林業労働力の確保の促進に関する法律に基づく資金の貸付け

等に関する省令（平成８年農林水産省令第２５号）第１条第１

項に規定する研修修了者名簿へ登録された者 

 

 

森林施業プランナー 森林施業プランナー認定要領第３の認定要件を満たしている

者 

※「地域森林総合監理」合格者は、森林総合監理士（フォレスター）として登録される。 

 

２ 林業作業職員とは 

区分 資格の内容 

チェーンソー取扱業務 労働安全衛生法（昭和４７年法律第５７号）第５９条第３項に

基づく安全衛生教育のうち、労働安全衛生規則（昭和４７年労

働省令第３２号）第３６条第８号及び第８号の２に掲げる特別

教育を修了した者 

刈払機取扱作業者 刈払機取扱作業者に対する安全衛生教育実施要領（平成１２年

制定）に基づく安全衛生教育を修了した者 
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